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● 計画策定にあたって 

１ 計画策定の目的 

本町では、令和３年３月に「北竜町第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、

「高齢者が安心して快活に過ごせるまち」を基本理念として、生涯にわたって生き生きと心身と

もに健康で、生きがいや楽しみがある生活を送り、介護が必要となっても尊厳を持って地域で暮

らし続けられるまちづくりを進めてきました。 

今回策定する「北竜町第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（以下、「本計画」とい

う。）は、団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年を視野に入れつつ、誰もがより長く元気

に活躍できる社会の実現を目指すため、給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確

保が求められることになります。 

全国的な傾向と同様、北竜町においても高齢者の単身・夫婦のみ世帯などの増加に伴い、生活

支援の必要性も高まっています。 

本計画では、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の実

現を目指し、これまでの成果や課題、新たな国の動向を踏まえ、北竜町らしい地域包括ケアシス

テムの深化・推進を目指します。 
 

２ 計画の位置づけ 

高齢者保健福祉計画は、「老人福祉法」に基づく市町村老人福祉計画として、また、介護保険事

業計画は「介護保険法」に基づく市町村介護保険事業計画として策定する計画です。 

北竜町においては、道の計画作成指針に則しつつ、介護予防の観点からも、高齢者の保健・福

祉・医療分野の連携による総合的な取組が不可欠であることから、「高齢者保健福祉計画」と「介

護保険事業計画」を一体の計画として策定しています。 
 

３ 計画の期間 

本計画は令和６年度～令和８年度までの３年間を計画期間とします。 
 

令和 
３年度 

(2021) 

令和 
４年度 

(2022) 

令和 
５年度 

(2023) 

令和 
６年度 

(2024) 

令和 
７年度 

(2025) 

令和 
８年度 

(2026) 

令和 
９年度 

(2027) 

令和 
10年度 
(2028) 

令和 
11年度 
(2029) 

         

  

第８期高齢者保健福祉計画・ 
介護保険事業計画 

第９期高齢者保健福祉計画・ 
介護保険事業計画 

第10期高齢者保健福祉計画・ 
介護保険事業計画 

見直し 

見直し 
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● 北竜町の高齢者の状況 

１ 総人口の推移 

住民基本台帳をもとに年齢３区分別の人口をみると、年少人口（0～14歳）及び生産年齢人口

（15～64歳）と同様に高齢者人口（65歳以上）も減少している状況にあり、令和５年の高齢者

人口は752人となっています。高齢化率は上昇が続いており、令和５年は45.7％となっていま

す。 

高齢者人口の内訳をみると、前期高齢者（65～74歳）は年度ごとに増減はあるもののおおむ

ね減少傾向にあります。一方、後期高齢者（75歳以上）は令和３年まで減少が続いていましたが、

令和４年から増加に転じている状況です。 

■年齢３区分別人口の推移 

 
[資料]住民基本台帳（各年９月末現在） 

■高齢者人口の推移 

 

[資料]住民基本台帳（各年９月末現在） 
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● 計画の基本理念 

 

国においては、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年を展望して制度の持続可能性の確保

に向けた取組を進めており、制度改革の柱の１つとして健康寿命の延伸と認知症対策を掲げてい

ます。 

北竜町では、「北竜町総合計画」（令和元年度～令和10年度）において、保健・医療・福祉分野

の基本目標として「ともに支え合う快活なまち」を掲げていることから、高齢者が健やかにいき

いきと暮らせるまちづくりを目指し、本計画の基本理念を次のとおり定めます。 

 

 
  

● 推進する施策 
 

支え合う地域づくり 

これからますます増えていくことが予測される認知症高齢者や１人暮らし高齢者など支援を

必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える必要があります。 

地域での支え合いについては、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいそれぞれのサービス

を提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に連携することにより、様々な

課題を抱える高齢者に対して、その状態に応じ、必要なときに必要なサービスが円滑かつ適切に

提供されることが重要となります。 

また、サービスの提供者と利用者が「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係性に

陥ることのないよう高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民がともに支え合う地域づ

くりを目指します。 

 

－ 基本理念－ 
 

高齢者が安心して快活に過ごせるまち 

 

基本目標１ 

❶地域包括ケア体制の充実 

  地域包括支援センターの運営 

  地域ケア会議の推進 

  在宅医療・介護連携の推進 

  生活支援サービスの体制整備 

  権利擁護の推進 

❷認知症対策の推進 

  認知症の早期発見と対応 

  認知症に関する知識の普及 

  認知症の方とその家族への支援の充実 

❸地域共生社会の実現 

  町民向け研修会の開催 

  福祉教育の推進 

  高齢者の見守り体制の整備 
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健康で自立した生活づくり 

高齢者が社会の重要な一員として、生きがいを持って活躍できるよう、生産活動など高齢者の

社会活動を促進するとともに、高齢者が自由時間を有効に活用し充実して過ごせるよう、学習機

会の提供、スポーツ・レクリエーション活動など条件の整備を図ります。 

また、高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施により、疾病の早期発見・重症化予防、

通いの場への積極的な関与を進め、健康で活力に満ちた長寿社会を実現するための支援を行いま

す。 
 

 
 

安心して生活できる地域づくり 

介護保険の安定的な運営とサービスの質の向上のために、介護サービスに携わる人材の確保や

資質向上を図るとともに、地域のニーズに応じた多様なサービスや活動の展開を進め、介護が必

要になっても安心して暮らすことのできる体制を構築していきます。 

また、高齢者の安全で快適な生活の確保は、超高齢社会を迎える北竜町にとって大きな課題と

なるため、利用しやすい公共施設の整備、防災・防犯対策の充実に努めます。 

 

 

 

基本目標２ 

基本目標３ 

❶健康づくりの推進 

❷介護予防の総合的な推進 

  介護予防・生活支援サービス事業の推進 

  一般介護予防事業の充実 

  高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

❸生きがいづくりの促進 

  老人クラブ活動への支援 

  生涯学習活動の推進 

  就労への支援 

  外出や移動の支援 

❶介護保険サービスの充実 

  介護・福祉人材確保への支援 

  介護保険サービスの情報提供 

  介護給付費適正化の推進 

❷高齢者福祉サービスの充実 

  在宅福祉サービスの充実 

  介護者（ケアラー）への支援 

  住環境の提供 

❸生活安全対策の推進 

  防災対策の推進 

  防犯対策の推進 

  交通安全対策の推進 

  感染症対策の推進 
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● 将来推計 

１ 被保険者数の推計 

第１号被保険者数は年々減少傾向が続き、令和８年度は712人、令和22年度には534人とな

ることが見込まれます。また、第２号被保険者数も減少傾向が続き、令和８年度は460人、令和

22年度には339人となる見込みです。 

■被保険者数の推移 

 
[資料]実績値：住民基本台帳（各年９月末現在）、推計値：コーホート変化率法による推計値 

 

２ 要介護認定者数の推計 

要介護認定者数は令和５年度の147人からおおむね横ばいに推移し、令和８年度は146人と

見込んでいますが、その後減少して令和22年度は128人となる見込みです。 

また、高齢化の進展に伴って要介護認定率も上昇し、令和８年度は20.5％、令和22年度は

24.0％になると予想されます。 

■要介護認定者数の推計 

 
[資料]実績値：介護保険事業状況報告、推計値：男女年齢階級別認定率による推計 
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● 介護保険料 

１ 介護保険の財源構成について 

介護保険の財源は、国、道、町の負担と40歳以上の方が

納める介護保険料で賄われており、第９期計画期間の介護

給付費に対する第１号被保険者（65歳以上の方）の負担割

合は、23％となっています。 

今後、北竜町の高齢者人口は減少が見込まれ、それに伴

って介護保険サービスの１人あたり給付費の負担は増大し

ていくことが予想されます。 

そのため、本町では、必要なサービスを確保しつつ、本

計画の基本理念である「高齢者が安心して快活に過ごせる

まち」を実現するために、健康づくりや介護予防に重点的

に取り組んでいきます。 

２ 第１号被保険者の所得段階別保険料 

第９期計画期間の所得段階別の負担割合及び介護保険料を以下のとおり設定します。 

保険料 
段階 

対象者の要件 
基準額に 
対する 
割合 

介護保険料（円） 

年額 月額 

第１段階 

○生活保護受給者の方。 
○世帯全員が町民税非課税の老齢年金受給の方。 
○世帯全員が町民税非課税かつ、本人の年金収入等80

万円以下の方。 

0.285 
（0.455） 

22,500円 
（36,000円） 

1,881円  
（3,003円） 

第２段階 
○世帯全員が町民税非課税かつ、本人の年金収入等が

80万円を超え120万円以下の方。 
0.485 

（0.685） 
38,500円 

（54,200円） 
3,201円  

（4,521円） 

第３段階 
○世帯全員が町民税非課税かつ、本人の年金収入が

120万円を超える方 
0.685 

（0.690） 
54,200円 

（54,600円） 
4,521円  

（4,554円） 

第４段階 
○本人は町民税非課税で世帯の誰かに町民税が課税さ

れておりかつ、本人の年金収入等が80万円以下の方。 
0.900 71,200円 5,940円  

第５段階 
○本人は町民税非課税で世帯の誰かに町民税が課税さ

れておりかつ、本人の年金収入等が80万円を超える
方。 

1.000 79,200円 6,600円  

第６段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金額が

120万円未満の方。 
1.200 95,000円 7,920円  

第７段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金額が

120万円以上210万円未満の方。 
1.300 102,900円 8,580円  

第８段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金額が

210万円以上320万円未満の方。 
1.500 118,800円 9,900円  

第９段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金額が

320万円以上420万円未満の方。 
1.700 134,600円 11,220円  

第10段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金額が

420万円以上520万円未満の方。 
1.900 150,400円 12,540円  

第11段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金額が

520万円以上620万円未満の方。 
2.100 166,300円 13,860円  

第12段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金額が

620万円以上720万円未満の方。 
2.300 182,100円 15,180円  

第13段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金額が

720万円以上の方。 
2.400 190,000円 15,840円  

※カッコ内は公費による保険料負担軽減前の値  

■介護保険の財源構成 
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